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平成２１年６月議会 条例議案案の概要

番号 条 例 名 主 な 内 容
５４ 武雄市病院事業

の廃止に伴う関
係条例の整理に
関する条例

❏ 武雄市病院事業の廃止に伴う関係条例の整理（改廃）
◆ 改正条例

第１条 武雄市職員定数条例
病院事業職員定数規定の削除

第２条 武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
武雄市職員の給与に関する条例の改正に伴う条ずれ

第３条 武雄市職員の定年等に関する条例
医療職給料表の適用を受ける職員の定年規定の削除

第４条 武雄市職員の給与に関する条例
○ 初任給調整手当、地域手当、単身赴任手当の削除
○ 医療職給料表の削除
○ 住居手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当の改正

第５条 武雄市職員の特殊勤務手当に関する条例
夜間看護等手当等７件の特殊勤務手当の削除

第６条 武雄市職員の退職手当に関する条例
医療職給料表の適用を受ける職員に係る退職手当の調整額規
定の削除

◆ 廃止条例
第７条 武雄市立武雄市民病院使用料及び手数料条例
第８条 武雄市立武雄市民病院の移譲に伴う特別措置に関する条例

《 施行日 平成２２年２月１日 》
＊ 武雄市立武雄市民病院の移譲に伴う特別措置に関する条例

《 施行日 規則で定める日 》

５５ 武雄市ひとり親
家庭等の医療費
の助成に関する
条例等の一部を
改正する条例

❏ 健康保険法等の一部改正に伴う改正
＜改正条例＞

第1条 武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
第２条 武雄市乳幼児の医療費の助成に関する条例
第３条 武雄市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

◆ 医療費助成の対象除外として高額介護合算療養費を追加
○ 健康保険法等の一部改正による「高額医療・高額介護合算制度（平成２

１年８月１日申請開始）」の導入に伴う「高額介護合算療養費」を保険
給付として追加
＊ 医療保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護（予防）サービ

ス費」の自己負担を合算し、自己負担限度額（年額）を超えた場
合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給

《 施行日 公布の日 》

５６ 武雄市国民健康
保険条例の一部
を改正する条例

❏ 健康保険法施行令の一部改正に伴う改正

◆ 平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の出産に係る出産育児一時金
の額の特例

現 行 改正後
３５万円 ⇒ ３９万円

《 施行日 平成２１年１０月１日 》



－ ２ －

５７ 武雄地区休日急
患センター設置
条例の一部を改
正する条例

❏ 診療科目の見直しに伴う改正
現 行 改正後

⑴ 内科
⑵ 外科
⑶ 小児科

⇒
⑴ 救急科
⑵ 小児科

《 施行日 平成２１年７月１日 》

５８ 武雄市中小企業
融資金の貸付け
に関する条例の
一部を改正する
条例

❏ 山内町商工会と北方町商工会の合併に伴う改正

◆改正内容 貸付業務委託先の改正
現 行 改正後

武雄商工会議所
山内町商工会
北方町商工会

⇒
武雄商工会議所
武雄市商工会

《 施行日 公布の日 》

５９ 武雄市病院事業
の設置に関する
条例の一部を改
正する条例

❏ 介護保険法に基づく介護サービスの実施に伴う改正

◆ 介護サービス
⑴ 介護保険法第８条第１項に規定する居宅サービス事業のうち規則で定め

るもの
⑵ 介護保険法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス事業のうち規

則で定めるもの

《 施行日 平成２１年７月１日》

６０ 武雄市立武雄市
民病院使用料及
び手数料条例の
一部を改正する
条例

❏ 介護保険法に基づく介護サービスの給付に係る使用料及び手数料の額を定める
ことに伴う改正
居宅サービス事業

⇒「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定
した額」

介護予防サービス事業
⇒「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準によ

り算定した額」

《 施行日 平成２１年７月１日》

６１ 武雄市立武雄市
民病院の移譲に
ついての議決の
一部変更につい
て

❏ 武雄市立武雄市民病院の移譲先に関する申し入れに伴う移譲の相手方の変更

「医療法人財団 池友会」
福岡県北九州市門司区大里新町２番５号

理事長 鶴 崎 直 邦

↓

「医療法人財団 池友会」
福岡県北九州市門司区大里新町２番５号

理事長 伊 藤 翼
及び
「社団法人 巨樹の会」

山口県下関市今浦町９番６号
理事長 鶴 﨑 直 邦
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